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いつまでも元気いっぱい

佐野市の高齢者福祉制度 

　市では、高齢者の方々が住み慣れた地域でいつまでも健康で生きがいを持って暮らせるよう、
いろいろな事業で生活を支援しています。ぜひご利用ください。
　申請・各種手続きには印鑑、身分を証明するもの、介護保険証などの提示をお願いする場合が
あります。

○
高
齢
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付

　

通
院
時
の
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
の
助

成
券
を
交
付
し
ま
す
。

▼
対
象

①
７５
歳
以
上
の
方

②
７０
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
方
で
、
一
人

　

暮
ら
し
ま
た
は
高
齢
者
の
み
の
世
帯

　

の
方

※
年
齢
は
①
②
の
い
ず
れ
も
翌
年
３
月

　

３１
日
時
点
で
の
も
の
で
す

▼
助
成
内
容　

４
０
０
円
の
助
成
券
を

　

年
間
６０
枚
交
付
（
６
カ
月
ご
と
の
有

　

効
期
限
あ
り
）

○
は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
券
の
交
付

　

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
（
保

険
適
用
外
）
施
術
料
金
の
助
成
券
を
交

付
し
ま
す
。

▼
対
象

①
７０
歳
以
上
の
方

②
６５
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳
１
級

　

２
級
の
方

③
６５
歳
以
上
で
療
育
手
帳
Ａ
、
Ａ
１
、

　

Ａ
２
の
方

④
６５
歳
以
上
で
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

　

手
帳
１
級
、
２
級
の
方

※
年
齢
は
①
～
④
の
い
ず
れ
も
翌
年
３

　

月
３１
日
時
点
で
の
も
の
で
す

▼
助
成
内
容　

１
回
に
つ
き
８
０
０
円

　

の
助
成
券
を
年
間
６
枚
交
付

○
市
営
バ
ス
（
自
家
用
有
償
バ
ス
）

寿
券
の
交
付

　

市
営
バ
ス
を
利
用
す
る
際
に
、
運
賃

の
一
部
を
助
成
す
る
寿
券
を
交
付
し
ま

す
。

▼
対
象　

７０
歳
以
上
の
方

※
年
齢
は
翌
年
３
月
３１
日
時
点
で
の
も

　

の
で
す

▼
助
成
内
容

　

１
回
に
つ
き
１
５
０
円
の
助
成
券
を

　

年
間
４０
枚
交
付

○
乳
酸
飲
料
　
愛
の
ひ
と
声
事
業

　

安
否
確
認
と
健
康
増
進
の
た
め
に
乳

酸
飲
料
を
支
給
し
ま
す
。

▼
対
象

①
７５
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
で
安
否
の

　

確
認
が
必
要
な
方
（
同
一
敷
地
内
に

　

親
族
が
い
る
場
合
は
同
居
と
み
な
し

　

ま
す
）

②
佐
野
市
高
齢
者
緊
急
通
報
装
置
貸
与

　

事
業
を
利
用
し
て
い
な
い
方

※
民
生
委
員
の
証
明
が
必
要
で
す

生
活
支
援
事
業
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○
高
齢
者
配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
を

配
達
す
る
と
と
も
に
、
安
否
の
確
認
を

行
い
ま
す
。

▼
対
象　

 

６５
歳
以 

　

上
の
一
人
暮
ら

　

し
、
ま
た
は
高

　

齢
者
世
帯
で
、

　

調
理
が
困
難
な

　

た
め
サ
ー
ビ
ス

　

が
必
要
と
認
め

　

ら
れ
た
方

　

（
訪
問
調
査
・
所
得
制
限
あ
り
）

▼
回
数　

１
日
１
食
（
昼
食
ま
た
は
夕

　

食
）　

１
週
あ
た
り
５
食
以
内

▼
利
用
料　

１
食
あ
た
り
３
５
０
円
～

　

５
５
０
円

○
高
齢
者
軽
度
生
活
援
助
事
業

　

「
軽
度
生
活
援
助
券
」
を
交
付
し
ま

す
。
市
が
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に

委
託
し
、
除
草
、
清
掃
な
ど
軽
易
な
日

常
生
活
上
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象　

６５
歳
以
上
の
者
の
み
で
構
成

　

さ
れ
る
世
帯
で
、
世
帯
員
全
て
が
要

　

支
援
１
以
上
の
介
護
保
険
認
定
を
受

　

け
て
い
る
世
帯

▼
利
用
料　

作
業
員
１
人
１
時
間
に
つ

　

き
１
５
０
円
（
上
限
は
年
間
２０
時
間
。

　

材
料
費
な
ど
の
利
用
者
負
担
も
あ
り

　

ま
す
）

　

歳
以
上
の
方
で
、
市
に
住
所
を
有
す

　

る
方

▼
助
成
金
額　

３
５
０
０
円
（
一
部
助

　

成
）

▼
実
施
機
関　

市
内
の
医
療
機
関
に
お

　

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
助
成
は
生
涯
１
回
限
り
と
な
り
ま
す

※
接
種
費
用
よ
り
、
３
５
０
０
円
を
差

　

し
引
い
た
分
は
自
己
負
担
に
な
り
ま

　

す
※
す
で
に
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を
受
け
た

　

方
は
、
以
降
５
年
間
は
再
接
種
で
き

　

ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い

○
福
祉
電
話
の
貸
与

　

電
話
を
設
置
す
る
こ
と
が
困
難
な
６５

歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
の
方
に
貸
与
し

ま
す
（
所
得
制
限
あ
り
）。

▼
内
容　

基
本
料
金
お
よ
び
通
話
料
の

　

う
ち
９
０
０
円
ま
で
を
市
が
助
成
し

　

ま
す

○
火
災
警
報
器
の
給
付

　

火
災
予
防
推
進
の
た
め
、
寝
室
に
取

り
付
け
る
の
を
基
本
に
火
災
警
報
器
を

給
付
し
ま
す
。

▼
対
象　

持
ち
家
に
居
住
す
る
６５
歳
以

　

上
で
、
要
支
援
以
上
の
介
護
認
定
を

　

受
け
て
い
る
方
を
含
む
低
所
得
世
帯

　

（
市
民
税
非
課
税
・
均
等
割
）

※
所
得
調
査
の
同
意
書
が
必
要
で
す

○
高
齢
者
外
出
支
援
事
業

　

外
出
時
に
車
い
す
を
利
用
し
て
い
る

高
齢
者
や
、
一
般
の
交
通
機
関
の
利
用

が
困
難
な
高
齢
者
が
通
院
す
る
際
に
、

リ
フ
ト
付
福
祉
車
両
で
送
迎
を
行
い
ま

す
。

▼
対
象　

外
出
時
に
車
い
す
を
利
用
し

　

て
い
る
６０
歳
以
上
の
下
肢
が
不
自
由

　

な
方

▼
利
用
料　

無
料

▼
利
用
方
法　

あ
ら
か
じ
め
申
請
に
よ

　

る
利
用
登
録
が
必
要
で
す
。
登
録
後

　

は
委
託
事
業
所
へ
電
話
で
の
予
約
に

　

な
り
ま
す

○
高
齢
者
寝
具
洗
濯
事
業

　

年
２
回
を
限
度
に
使
用
し
て
い
る
寝

具
類
の
洗
濯
、
消
毒
お
よ
び
乾
燥
を
行

い
ま
す
。

▼
対
象　

６５
歳
以
上
の
寝
た
き
り
、
一

　

人
暮
ら
し
、
高
齢
者
の
み
の
世
帯
な

　

ど
で
、
寝
具
の
衛
生
管
理
が
困
難
な

　

方
▼
利
用
料　

３
点
一
式
８
０
０
円
（
掛
・

　

敷
布
団
、
毛
布
各
１
枚
）

※
民
生
委
員
の
証
明
が
必
要
で
す

○
高
齢
者
肺
炎
球
菌

ワ
ク
チ
ン
接
種
費
助
成
事
業

　

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種
費
用

を
一
部
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象　

予
防
接
種
の
接
種
日
に
満
７０

○
紙
お
む
つ
券
の
給
付

　

紙
お
む
つ
購
入
時
に
利
用
で
き
る
助

成
券
（
２
０
０
０
円
券
）
を
給
付
し
ま

す
。

▼
対
象　

６５
歳
以
上
で
寝
た
き
り
や
認

　

知
症
の
た
め
、
在
宅
で
６
カ
月
以
上

　

常
に
お
む
つ
を
使
用
し
、
介
護
保
険

　

認
定
を
受
け
て
い
る
方

　

（
寝
た
き
り

：

要
介
護
３
以
上
、
認

　

知
症

：

要
介
護
１
以
上
の
方
）

○
在
宅
介
護
者
介
護
手
当
の
支
給

　

在
宅
で
高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る
方

に
、
手
当
を
支
給
し
ま
す
（
所
得
制
限

あ
り
）。

▼
対
象　

寝
た
き
り
や
認
知
症
の
た
め

　

介
護
が
必
要
な
６５
歳
以
上
の
方
を
、

　

在
宅
で
同
居
し
、
６
カ
月
以
上
介
護

　

し
て
い
る
方

 　

（
該
当
の
可
否

　

は
医
師
の
診
断

　

書
記
載
内
容
に

　

よ
り
認
定
し
ま

　

す
）

■
い
き
い
き
高
齢
課　

☎
（２０）
３
０
２
１

※
申
請
は
い
き
い
き
高
齢
課
（
東
仮
庁

　

舎
）、
田
沼
・
葛
生
総
合
窓
口
課
、　

　

野
上
支
所
、
新
合
支
所
、
飛
駒
支
所
、

　

赤
見
支
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す

介
護
者
支
援
事
業




